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令和５年２月 河北町農業委員会総会（第２回） 

 

 令和５年２月２７日（月曜日）午後２時、河北町農業委員会総会を役場３階３０１会議室に招

集した。 

 

 ◎ 出席委員氏名（１２名） 

１番 岡﨑 学   委員  ２番 布川 峯夫  委員  ３番 押野 利浩 委員 

   ４番 関 紀子   委員  ５番 奥山 ちか子 委員  ６番 木嶋 啓治 委員 

   ７番 堀 和彦   委員  ８番 安部 敏明  委員  ９番 高橋 清  委員 

１０番 逸見 三和子 委員 １１番 奥山 喜幸  委員 １２番 後藤 慶治 委員 

 

 ◎ 欠席委員氏名（０名） 

   

 ◎ 出席農地利用最適化推進委員氏名（０名） 

 

 ◎ 欠席農地利用最適化推進委員氏名（０名） 

 

 ◎ 職務のため総会に出席した事務局職員の職氏名 

   宇野 勝  農業委員会事務局長兼農林振興課長 

   奥山 明子 農業委員会事務局局長補佐兼農地係長 

 

 ◎ 説明のため総会に出席した者の職氏名 

 

◎ 議事日程 

   令和５年２月２７日（月曜日）午後２時０１分開会、開議 

   日程第１ 議事録署名委員の指名 

   日程第２ 議案の審議 

報第３号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報第４号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議第４号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議第５号  農地法第５条の規定による許可申請について  

議第６号  農用地利用集積計画の一部取消しについて 

議第７号  農用地利用集積計画（案）の決定について 

 

以上の議案を一括上程、開会、開議 

 

○ 宇野事務局長 

    皆様たいへんお疲れ様でございます。この間、農業委員会の研修及びファシリテーター
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研修等に参加いただきまして誠にありがとうございます。只今から令和５年２月河北町農

業委員会総会を開催いたします。始めに後藤会長よりご挨拶お願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

 この天気のいい中お集まりいただきましてありがとうございます。ちょっと私皆様にお

詫びしなければならないことございます。今日の総会資料の所謂集積計画について、ちょ

うど１２月の溝延地区の調整会議の折、私所用がありまして、座長を務めることができま

せんでした。 

尚且つ事前にＪＡさんが私に相談にみえることが慣例でしたけども、その時に限り私の

方に調整に参りませんでした。私の方が急遽その時日程の都合がつかなかったもんですか

ら、１２月に委員になったばかりの押野くんに、まず頼むや、とお願いしました。その時

に結果を聞かなかった私も大変不手際なんですけども。今回総会資料見まして所謂中間管

理事業の集積計画、西里ファームさんに、溝延地区扇田、かなりの筆数を中間管理事業と

して認可したような形に資料の中ではなりました。これも大変事務局の方に申し訳ないこ

としたんですけども、悪しき前例を作ってはいけない、と。人・農地プランに手を挙げて

ない方に中間管理事業をマッチングしてしまった、と。皆さんのお手元に配布なった資料

には西里ファームさんに、溝延の扇田をマッチングするという案を皆さんの方にご提示し

ておりますけども、所謂取下げさせていただきたいということです。先程農林振興課の方

からも、各地域の人・農地プランに記載なっている方々の名簿が、多少もしかしたら間違

ったりしてる所あるかもしれませんけども、これから中間管理事業の調整会議等でいろん

なものが出て来ようかと思います。河北町は特に溝延は寒河江市、西里、谷地、西里にし

ても谷地、溝延との関係、北谷地に関しましても村山市、谷地、あるいは地番的に言うと

荒小屋なんかは新吉田になってますので、東根との調整から。それから谷地も多分東根と

の調整。あとは町内全地域との調整があろうかと思います。そう言った点で今日農林振興

課からお渡しした資料を参考にしていただいて地域の調整会議の中でより良いマッチン

グ案を。あるいは新たな人・農地プラン、これからは地域計画に変わっていく段階の中で、

出来るだけこれから５年１０年永続的に農地を守ってくださる方に、ぜひ人・農地プラン、

これからは地域計画の方に手を挙げていただいて、これからの地域農業を盛り上げていた

だけるよう、皆さんの方からお口添えをお願いしたいと思います。また年度変わった時に

大きく人が変わったわけです。特に谷地地区は奥山委員を除いて全員新しくなったわけで

すので、私が１２月にきちっと説明しておけば良かったんですけども。問題が起きてから

こういった説明になってしまい、大変申し訳ないと思っております。また今日は総会終わ

ってから、認定農業者の会において、地域計画についての説明等あると思います。その研

修会に皆さん方にぜひ参加していただき、これからの地域計画について学んでいただきた

いと思います。まず本当に私の不手際と手抜きで皆さん方に、事務局の方にもお詫び申し

上げます。申し訳ございませんでした。本日の総会よろしくお願いいたします。 

 

○ 押野委員 
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会長すみません、私の方からも。今回の件について会長はじめ農業委員の皆様、事務局

そして当事者関係する西里ファームさんにもご迷惑をおかけして申し訳ございませんで

した。人・農地プランの認識はしておりましたけども、寒河江、天童の方々、西里ファー

ムさんについても認識はしておりましたけども。実際私の名前も漏れております。地域計

画に入る前に、もう一度チェックしていきたいと思います。これでお詫び申し上げます。 

 

○ 宇野事務局長 

はい、それでは次第に添いまして日程第１から会長より進めていただきたいと思います。 

 

 ○ 議長（会長） 

    それでは、議事に入る前に議事録署名委員の指名を行います。先月休みました４番 関

委員、それから６番 木嶋委員、お願いします。 

    それでは日程第２議案の審議に入ります。報第３号 農地法第３条の３第１項の規定に

よる届出について、ということで事務局説明お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    それでは、私のほうから説明させていただきます。座って失礼します。 

    お手元の資料の１ページをお開きください。報第３号 農地法第３条の３第１項の規定

による届出について、になります。 

はじめに、申請番号２番 所在地 大字溝延字黒木渕（クロキブチ）●●●●、畑、ほ

か１０筆で計１２，７３３㎡です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡

くなり、子の●●●●さんに相続されたものです。取得後は●●●●さん、●●●●さん

から耕作してもらうとのことです。 

 

次に、申請番号３番 所在地 大字溝延字松木壇（マツキダン）●●●●、田、 

３，１２３㎡１筆です。所有者 ●●●●さんが●●●●年●●月●●日に亡くなり、子

の●●●●さんが相続したものです。取得後も●●●●さんに耕作してもらうとのことで

す。 

 

次に、資料２ページ、申請番号４番 所在地 谷地字置上（オキアゲ）●●●●、畑、

ほか７筆で計７，９８４㎡です。所有者の ●●●●さんが、●●●●年●●月●●日に

亡くなり、子の●●●●さんが相続したものです。取得後も置上のさくらんぼについては

自作するほか、●●●●さんから耕作してもらうとのことです。 

 

    以上３件よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    只今、事務局から説明がありました案件について皆さんから何かご質問がありましたら、
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よろしくお願いします。 

何も無ければこのまま取り進めてくださるようお願いします。 

それでは次にまいります。報第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、

説明よろしくお願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

はい、資料の３ページになります。報第４号 農地法第１８条第６項の規定による通知

についてです。 

    

申請番号１３番、所在地 大字新吉田字荒小屋（アラゴヤ）●●●●、田、３９０㎡１

筆です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の法定相続人代表●●●●さんとの農地法を

通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、この後、議第７号 農用

地利用集積計画（案）の決定についてでご協議いただきますが、他の方に貸すためとのこ

とです。 

 

申請番号１４番、所在地 大字新吉田字荒小屋（アラゴヤ）●●●●、田、ほか２筆で

計９６６㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人法定相続人代表●●●●さんとの農

地法を通した賃貸借契約の合意解約になります。こちらも、議第７号でご協議いただきま

すが、他の方に貸すためとのことです。 

 

次に、番号飛びますが、同じ受け人ですので一緒にご説明します。申請番号１５番、 

１６番、及び資料４ページから６ページの１９番から２７番につきましては、それぞれの

貸付人と受け人の●●●●さんとの基盤強化促進法を通した賃貸借契約の合意解約にな

ります。いずれも、議第７号でご協議いただきますが、子の●●●●さんに経営移譲する

ためとのことです。 

関連して、資料６ページ７ページの申請番号２８番から３０番につきましても、それぞ

れの貸付人と受け人の●●●●さんとの農地法を通した賃貸借契約の合意解約になりま

す。いずれも、議第４号 農地法第３条の規定による許可申請についてでご協議いただき

ますが、子の●●●●さんに経営移譲するためとのことです。 

 

次に、資料４ページに戻ってください。申請番号１７番、所在地 大字溝延字扇田（オ

ウギダ）●●●●、田、ほか１筆で計３，８９１㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受

け人の●●●●さんとの農地法による賃貸借契約の合意解約になります。理由につきまし

ては、こちらも議第７号 農用地利用集積計画（案）の決定についてでご協議いただきま

すが、他の方に貸すためとのことです。 

 

 次に、申請番号１８番、所在地 谷地字桑ケ原（クワガハラ）●●●●、田、ほか１筆

で計２，３６１㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の法定相続人代表●●●●さ
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んとの農地法を通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、この後議

第４号 農地法第３条の規定による許可申請についてでご協議いただきますが、他の方に

貸すためとのことです。 

 

次に、資料７ページ、申請番号３１番及び３２番、所在地 谷地字嶋（シマ）●●●●、

田、３，０３７㎡１筆です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの中間

管理事業法を通した賃貸借契約の合意解約になります。理由につきましては、自作すると

のことです。 

 

次に、申請番号３３番及び３４番、所在地 谷地字砂田（スナダ）●●●●、田、ほか

３筆で計６，８５３㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの基盤

強化促進法を通した賃貸借契約の合意解約になります。この後、議第４号 農地法第３条

の規定による許可申請についてでご協議いただきますが、他の方に貸すためとのことです。 

 

次に、資料８ページ、申請番号３５番、所在地 大字溝延字黒木渕（クロキブチ）●●

●●、田、２，７２５㎡１筆です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんと

の基盤強化促進法を通した賃貸借契約の合意解約です。この後、議第７号 農用地利用集

積計画（案）の決定についてでご協議いただきますが、売買のためとのことです。 

 

次に、申請番号３６番から資料１３ページ５５番につきましては、それぞれ記載のとお

りの契約による賃貸借契約の合意解約になります。いずれも押切・吉田地区治水事業にか

かる公共事業該当のための解約となります。 

 

次に、申請番号５６番及び５７番、所在地 谷地字月山堂（ガッサンドウ）●●●●、

田、３，０３６㎡１筆です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの基盤

強化促進法を通した賃貸借契約の合意解約になります。この後、議第７号でご協議いただ

きますが、他の方に貸すためとのことです。 

 

次に、申請番号５８番、所在地 谷地字砂田（スナダ）●●●●、田、ほか２筆で計 

１，６３９㎡です。渡し人の、●●●●さんと、受け人の●●●●さんとの基盤強化促進

法を通した賃貸借契約の合意解約になります。こちらもこの後、議第７号 農用地利用集

積計画（案）の決定についてでご協議いただきますが、他の方に貸すためとのことです。 

 

   以上４６件になります。よろしくお願いします。  

 

 ○ 議長（会長） 

ありがとうございます。皆さんの方から何か疑問な点ございましたら。無ければこのま

ま取り進めていただきます。 
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続きまして議第４号 農地法第３条の規定による許可申請について、お願いします。 

 

 ○ 事務局（奥山） 

    はい、それでは資料の１４ページをご覧ください。議第４号 農地法第３条の規定によ

る許可申請についてです。 

 

申請番号１３番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字千苅（センガリ）●●●●、

田、ほか１筆で計６，０５１㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんで

す。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号１４番、賃借権の設定です。所在地 谷地字根際（ネギワ）●●●●、田、

ほか２筆で計６，８４９㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。

理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号１５番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●

●、田、１，４１８㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。

理由につきましては、高齢化による経営縮小のためということです。 

 

次に申請番号１６番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●

●、田、ほか１筆で計３，５９６㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さ

んです。理由につきましては、高齢化による経営縮小のためということです。 

 

次に申請番号１７番、賃借権の設定です。所在地 西里字下槙（シモマキ）●●●●、

田、２，９２２㎡１筆です。渡し人は、法定相続人代表●●●●さん、受け人は●●●●

さんです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

資料１５ページ、申請番号１８番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字千苅（セン

ガリ）●●●●、田、ほか１筆で計４，６８８㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人

は●●●●さんです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に、申請番号１９番、賃借権の設定です。所在地 谷地字根際（ネギワ）●●●●、

樹園地、ほか１筆で計１，８００㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さ

んです。理由につきましては、受け人の●●●●さんに要望されたためということです。 

 

次に申請番号２０番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字扇田（オウギダ）●●●

●、田、２，１０６㎡１筆です。渡し人は、ここに法定相続人とありますが、資料の訂正

をお願いします。●●●●さんに訂正お願いします。こちら相続登記済んでおりまして、

亡くなった方の妻にあたる方です。受け人は●●●●さんです。理由につきましては、労
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力不足のためということです。 

 

次に申請番号２１番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字黒木渕（クロキブチ） 

●●●●、田、１，８９９㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さん

です。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号２２番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字黒木渕（クロキブチ） 

●●●●、田、ほか２筆で計４，８３７㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●

●●さんです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に資料１６ページいきまして、申請番号２３番、賃借権の設定です。所在地 大字溝

延字黒木渕（クロキブチ）●●●●、田、ほか１筆で計５，１２２㎡です。渡し人は、●

●●●さん、受け人は●●●●さんです。理由につきましては、労力不足のためというこ

とです。 

 

次に申請番号２４番、賃借権の設定です。所在地 大字溝延字小堤（コツヅミ）●●●

●、樹園地、２，８０９㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんで

す。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号２５番、賃借権の設定です。所在地 谷地字桑ケ原（クワガハラ）●●●

●、田、ほか１筆で計２，３６１㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さ

んです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に申請番号２６番、使用賃借権の設定です。所在地 谷地字砂田（スナダ）●●●●、

田、ほか３筆で計６，８５３㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんで

す。理由につきましては、経営移譲年金受給のためということです。 

 

次に資料１７ページ、申請番号２７番、賃借権の設定です。所在地 谷地字岩木（イワ

キ）●●●●、田、１，５２１㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●

さんです。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に、申請番号２８番、所有権の移転です。所在地 西里字窪田（クボタ）●●●●、

樹園地、８３７㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。理由

につきましては、労力不足のためということです。 

 

次に、申請番号２９番、所有権の移転です。所在地 谷地字山王（サンノウ）●●●●、

畑、ほか２筆で計４，４９４㎡です。渡し人は、●●●●さん外１名、受け人は●●●●

さんです。理由につきましては、農業廃止のためということです。 
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次に、申請番号３０番、所有権の移転です。所在地 大字岩木字原ノ内（ハラノウチ）

●●●●、田、１，１７６㎡１筆です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さん

です。理由につきましては、労力不足のためということです。 

 

    以上１８件になります。よろしくお願いします。 

 

 ○ 議長（会長） 

    はい、ありがとうございます。現地調査、皆さん当たってると思いますので報告お願い

します。１３番から、もしあれだら溝延地区一括してお願いします。 

 

○ 押野委員 

   全部で１５筆調査してきました。水田に関しては農地、受け人等問題ないこと確認して

おります。２４番小堤３３１樹園地については、さくらんぼ植わってたんですが、伐採作

業終わってまして、まだ切り株残ってますけども、●●●●さんの方で伐根して果樹を植

えると言ってますので、今年１年間管理、草等伸びると思いますので、よく見ていきたい

と思います。問題ありませんでした。 

    

○ 議長（会長） 

   はい。谷地地区、一括して結構ですので。 

 

○ 安部委員 

   谷地地区ですが、１４番と１９番受け人が●●●●さんということで、全部で５筆にな

ります。こちら受け人の●●●●さんですが、新規就農者で関東の方から夫婦でこちらに

越して来まして、就農しております。こちらで就農した理由ですが、おじさんが西里の方

にいるということで、そのつてでこちらの方で農業やっております。去年まで、●●●●

さんのところでイチゴ栽培を手伝っております。１９番の所ですが、もともとさくらんぼ

畑だったのですが、開墾しまして、こちらに２棟いちごハウスを建てております。今年度

からはなすに挑戦したいということで、５００本程苗も準備してあるとのことでした。受

け人についてＪＡセンター長等にも確認したのですが、特に問題ない方だと思います。農

地についてもきれいに管理されていたので問題ないと思います。 

 

○ 議長（会長） 

   はい。新規就農の方がいらっしゃるということで、いろいろアドバイス、ご指導よろし

くお願いしたいと思います。次西里お願いします。 

 

○ 岡崎委員 

   申請番号１７番と２８番ですけれども、どちらの受け人の方も元気でされているという
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ことで問題ないかと思います。あと、先ほどの●●●●さんは、私の娘と同級生のお父さ

んの一人で良く知っていて、これから西里を盛り上げてくれるのでないかと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

    

○ 議長（会長） 

   はい、ほかに。 

 

○ 布川委員 

   谷地の方で２６番砂田の件に関しては●●●●さんですがきちんとやってて何も問題

ございませんでした。あと２９番の●●●●さん入るということですけども、すごく荒れ

てて困ったな、と思っている園地です。●●●●さん年も８０歳で畑も大分荒れてるので

気を付けて管理してって欲しいなと思ってます。現在は荒れてました。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、安部さん。 

 

○ 安部委員 

   ２５番の谷地地区２筆なのですが、竹屋さんは５、６年前から親元の●●●●さんの所

で就農しております。こちらも谷地桑ケ原で自宅から３０メートル程下った所で凄く近所

になります。●●●●さん自身、さくらんぼ５反歩と西洋梨も結構やっているので、農家

としてやっていけるのでないかと思っております。 

 

○ 議長（会長） 

   はい、ありがとうございます。北谷地お願いいたします。 

 

○ 堀委員 

   はい、申請番号２７番受け人の●●●●さんは、この土地長年作っておりまして、何ら

問題ないと思います。 

 

○ 高橋委員 

   申請番号３０番、この土地去年から私もよく見ておりますけども、●●●●さんがこれ

までも耕作されている土地で、野菜なんかもきちんと管理されているので何ら問題ないと

思います。 

 

○ 議長（会長） 

   ありがとうございます。あとは、抜けてるところ、ございませんね。なら、布川委員、

２９番わざわざ行かないまでも、せっかく高い金額で買われたんですから、そのへん、し

っかりご指導お願いします。はい、今皆さんからご報告ありました現地報告の件賃借料の
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方も金額いろいろでございます。皆さんの方から質問ありますか。ないですか。はい、逸

見委員。 

 

○ 逸見委員 

   素朴な質問なんですが。山王の土地ってこんなに高いんですか。 

 

○ 議長（会長） 

   布川委員、わかりますか。 

 

○ 布川委員 

   ちょっと高いと思いますけども。お金があるから高く買うのだと思います。 

 

○ 議長（会長） 

   多分相場そのもの、昔の感覚でいると田んぼ１反歩１００万円とか、そんなイメージあ

るのかな、もしかすると。 

 

○ 布川委員 

   ましてや道路ないんだけど、この値段なんだな。年も年だし自分の土地も荒れてるんだ

から、ちょっと疑問はあります。 

 

○ 奥山委員 

   隣で聞いてたんですけど、一昨年まで放棄地で農地パトロールで問題になってた土地な

んです。本人８０歳にもなってあの面積できるのかな、と思ったら、本人はしなくって。 

 

○ 木嶋委員 

   本人は見たことないです。本人から頼まれて去年あたりから草刈ってました。俺のとこ

以上に。 

 

○ 議長（会長） 

   ああ、誰か委託して草刈ってたんだ。 

 

○ 木嶋委員 

   そうですね、本人じゃなくね。 

 

○ 奥山委員 

   去年は綺麗でした。農地パトロールした時は。 

 

○ 議長（会長） 
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   それはその時は●●●●さんじゃなく●●●●さんなんだべ。 

 

○ 事務局（奥山）  

   いいですか。事務局の方で前放棄地で上がってたと思うんですが、業者頼んで草刈りし

てもらってるということで外れた所です。ご本人は何も農業してないです。 

    

○ 議長（会長） 

   まず谷地の方少し目配りお願いします。あとほかに。 

 

○ 奥山職務代理 

   はい、確認だけですが、１７番の金額が間違ってないかだけの確認です。 

 

 

○ 堀委員 

   ２７番ですか。川沿いで非常に便利悪い所で、この下の方が放棄地なってるような所で

す。なので話し合ってこの金額にしたんだと思います。 

 

○ 議長（会長） 

   ここはまあ、地元の岩木あたりの人から見ると、このくらいの価値しかない、と。 

 

○ 堀委員 

   俺は借りない。 

 

○ 奥山職務代理 

   はい、わかりました。 

  

○ 議長（会長） 

   まあ、河北町にもそのくらいの値段しかつけない農地が出てきたということで。また畑

なんか無償の所大分出てきておりますんで。とにかく耕作放棄地とか出てきたらよく監視

していただいてよろしくお願いします。あと何か。無ければこのまま通過させますので。 

はい、それでは次に進めさせていただきます。議第５号 農地法第５条の規定による許

可申請について、事務局より、お願いします。 

 

○ 事務局（奥山）  

はい、それでは、資料の１８ページをご覧ください。議第５号 農地法第５条の規定に

よる許可申請について、ご説明します。 

申請番号２番、所有権の移転です。所在地 谷地字東（ヒガシ）●●●●、田、ほか１

筆で計２，８３４㎡について、渡し人が●●●●さん、受け人が、●●●●さんになりま
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す。 

申請事由につきましては、周辺に公共施設及び商業施設が充実しており、その利便性を

生かして宅地分譲を計画するものです。 

資料の６３ページに案内図がありますのでご覧ください。眺葉園北、●●●●さんの隣

です。６４ページに字切図があります。６５ページが土地利用の計画図となっております。

９区画を住宅用分譲地、ほか１区画を隣の住宅の落雪緩衝地として分譲する計画です。 

 

申請地は都市計画区域内の用途地域にあり、許可基準を満たしております。 

 

次に資料の１８ページに戻っていただきまして、申請番号３番、使用貸借権の設定です。

所在地 谷地字月山堂（ガッサンドウ）●●●●、田、２７５㎡１筆です。渡し人が●●

●●さん、受け人が、●●●●さんになります。 

申請事由につきましては、商業施設や県立病院が近いなど住環境が良く、周辺地域への

アクセスも良好な、祖父所有の申請地を使用貸借して住宅を新築する計画です。 

資料の６６ページに案内図があります。高南の●●●●の所で、実家の南側になります。

６７ページに字切図があります。南側の黒く塗られた所は道路です。申請地の南隣●●●

●は宅地となってますが、ここに通路があります。６８ページの土地利用の計画図をご覧

ください。申請地が左上になりますが、南東角に接している部分に通路がありまして、申

請地の南側矢印があってＴＡと記載している部分は西側農地への乗入れ通路になってい

ます。６９ページが建物計画図ですが、住宅北側は実家との境界で、庭と実家への通路に

なりまして、現在庭木が植えてあります。それで、立面図を資料に添付漏れていましたの

で、本日席に１枚ペラでお配りしております。軒高が６．３６ｍとなっています。 

 

申請地は都市計画区域内の用途地域にあり、許可基準を満たしております。 

 

以上２件よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、現地確認の報告をお願いします。 

 

○ 木嶋委員 

   はい、今日現地調査やってきました。●●●●さんの所で便利な所だと思います。これ

から発展していくんだと思います。あと高関の方ですけども、荒町の方なんですけども。

この地図見るとわかりづらいと思うんですけども、ずうっとひょろ長い土地の両側に家が

あって、その真ん中に畑あったものを転用して家を建てるということなので、何ら問題な

かったと思います。 

 

○ 議長（会長） 
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   はい。若い人が家を建てるということなので、喜ばしいことだと思いますけども、何か

皆さんからご質問ありませんか。無ければ、このまま許可いたしたいと思います。 

次に議第６号 農用地利用集積計画の一部取消しについて事務局よりお願いします。 

 

○ 事務局（奥山） 

    はい、それでは資料の１９ページをご覧ください。 

    河北町長から農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積

計画の決定をしたが、取り消したい旨の依頼がありましたので、審議をお願いするもので

す。資料２０ページをご覧ください。 

申請番号１番、所在地 大字田井字田中（タナカ）●●●●、田、２，９４３㎡１筆で、

渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんで、令和４年１２月の総会において所有

権移転の決定をいただいたものですが、決定後に、登記及び納税関係の認識が異なってい

たことがわかり、そのままの条件では移転出来なくなったため、双方より取り消し願いの

申請があったものです。 

    以上１件のご審議よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、ありがとうございます。この案件確か先月だか先々月だか許可した案件でした。

いろいろ農地的に問題がある土地でした。これ、本当の理由ていうのは何なんだっけ、事

務局。 

 

○ 事務局（奥山） 

１２月の取引になりますと、本当はお互いの認識が１２月に決定いただいて、売買の日

付が１月になる認識だったんです。次の年度の申告になると思っていたのですが、集積で

行きますと、公告日が１２月になっていたものですから、売買が１２月とみなされて、１

２月の収入とみなされてしまう、ということがありました。前の年になりますと、●●●

●さんの方の所得税の納税額が変わることになり、売買価格の４５，０００円では負担が

おさまらないことになってしまうため、次の年に送らせて欲しいという申し出がありまし

た。 

 

○ 議長（会長） 

    これは結局まるっきり白紙ではないんだべ。要するに●●●●さんが買わないは、とい

うことではないんだべ。 

 

○ 事務局（奥山） 

はい、あの１２月の決定を取り消していただいて、実は今月の集積計画に載せさせてい

ただいて、同じ条件での集積をお願いしたいというものです。 
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○ 議長（会長） 

はい。長年平場の３反歩耕作放棄地になっていて原野化しているような所で。●●●●

さんが値段はどうあれ、引き受けて農地化してくれるということで大変喜んでた所でした。

山王とは反対に１０分の１程の値段ですけども、地元としても引き受けてくれるというこ

とで大変喜んでいた案件でした。まず売主さんの都合もあるようで、一旦取り消しさせて

いただいて、またすぐに●●●●さんにがんばっていただきたい案件です。これについて

皆さんの方から。上げたり下げたりあんまりあんまりという意見とか、何かあれば。無け

ればこのまま進めさせてください。 

それでは次に進めさせてください。議第７号 農用地利用集積計画（案）の決定につい

て、これ事務局より説明を受ける前に、冒頭私のあいさつの中で申し上げました西里ファ

ームさん。他のところはわかりません。溝延地区における馬場、千苅、扇田等全部削除お

願いしたいものです。あいさつの中で口足らずで皆さんに納得いただけない所あったかと

思いますけども、所謂人・農地プランという、今まで皆さんが座長となって、地域の農地

利用に尽力をしていただいて。ただ、手挙げてない方に所謂中間管理事業のマッチングし

てしまうと何のために人・農地プランに皆さんが手を挙げたのか。例えばここにいる奥山

農園さんが溝延に手を挙げている、この中にもにもそういった方があるわけです。そうい

った方をないがしろにした形になるもんですから、溝延の馬場、千苅、扇田かなりの筆数

ありますけども、削除を冒頭でお願いしたいと思います。あともし他の地区、例えば谷地

地区ではそういう問題ないんだべ。 

 

○ 布川委員 

はい、特に。なるべく近間ということはあるんだけども、強制はしてません。 

 

○ 議長（会長） 

奥山代理、何か。 

 

○ 奥山職務代理 

はい、最後に話そうかと思ってたんですけども。人・農地プランの区割りが住所の頭の

番地溝延扇田とかなってまして。調整会議等で良く話なるのが、西里の例えば根際、畑中

にもついてですが、谷地字根際、西里字根際という番地があるそうで、西里字根際につい

ては西里に調整会議来てます。ただ谷地字根際については所有者がほとんど根際の方に対

して、谷地地区の調整会議で決まってくる、と。扇田についても畑中の人の農地が大半入

ってる場所もありまして、扇田、馬場、千苅、その区割りの線を調整したらどうなのかな、

という話がありまして、農地利用調整組合の区割りもあるようなので、そのへんの区割り

で上がりましたので、報告だけ。 

 

○ 議長（会長） 

はい、わかりました。溝延の場合、三泉地区これ他地区なもんですから、まるっきり町
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内で話出来る立場でないもんですから。三泉地区とは、まあ西里方面は別として、溝延の

場合、今奥山代理から話が出た利用改善組合のかつての線引きだとちょっと田んぼの入れ

食いあったもんんですから、農道を境として溝延の方に入ってきたものは極力溝延の方に

マッチングさせると。どうしても地元の田んぼ地元で作りたいということであれば、中間

管理でなく基盤強化でやってください、と。あと畑中奥山農園さんあたりも。第一候補溝

延の人なんだけども、溝延の人そこまで行かないは、となれば奥山農園さんの所に極力あ

っせんするようなことにはなっております。皆さんの所でもこれから本格的にさっき言っ

た地域計画、本来であれば１筆１筆貼り付けていかなければならないような計画まあ、実

際はそこまで出来ないと思いますけども。自分の農地自分で作るという人から剥がすよう

なこともできませんし。その辺の所、利用組合、今活動してない所もあるかもしれません

けども。その線引きの中で西里と谷地の境界といいますか。所有者が西里だから、西里で

するというのもなかなか大変でしょうから、あくまでも集積集約が大事な仕事ですので。

河北町どの地域もそうだと思います。その辺ひとつ地域の合意を得ながらやっていただき

たいと思います。またあの、岡崎農園さんというところが法人化しました。弥勒寺だから

谷地なんだけども、これを飛び越えて溝延にも手を挙げたいと。やっぱりそこまで意欲を

持ってる方もおります。今回出てきた西里ファームさんは何十人という組合員を抱えた法

人化した組織が、西里だけで集積するのか、あるいは溝延の方に何十筆とある中、溝延に

手を挙げてこなかったのも、法人としてどうなのかな、という私は皆さんの前で声に出し

ていけないのかな、と思いながらそれだけいいかげんな法人なのかな、と腹の中で思って

ましたけども。その辺、もしかしたら来月あたり各地区の調整会議あるかもしれません。

その中でいろんな代表の方来てるはずですので、少し話出してみてください。議論できれ

ば、その谷地との線引きというものも話し合ってみてください。それでは、議第 7号 農

用地利用集積計画（案）の決定について、事務局お願いします。 

 

○ 事務局（奥山） 

はい、それでは資料の２１ページになります。 

    河北町長から農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、農用地利用集積

計画の決定を求める依頼があり、審議をお願いするものになります。資料２２ページが総

括表ですが、所有権移転が３件と、貸借権設定が１８７件になります。先ほど会長のお話

にあったとおり、西里ファームさんの分を除くとなりますと、出し人の件数でいくと１６

件削除なる予定です。ちょっと番号で整理させてください。取り下げする予定が、５４ペ

ージ１０４番、１０５番、９３番、次に行きまして１０６番、１００番、５６ページ９７

番、５７ページ１０２番、１０３番、５８ページ９８番、９２番、９６番、９５番、５９

ページ１０１番、６０ページ９９番、６２ページ９４番、９１番になります。 

    では、資料の２３ページをお開きください。所有権移転です。 

申請番号１７番、所在地 谷地字置上（オキアゲ）●●●●、畑、１，２８３㎡１筆で

す。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価格は１０ａ当３００，

０００円で、総額３８４，９００円です。 
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次に、申請番号１８番、所在地 大字溝延字黒木渕（クロキブチ）●●●●、田、ほか

２筆で計３，１９５㎡です。渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買

価格は１０ａ当３８３，８０３円で、総額１，２２６，２５０円です。 

 

次に、申請番号１９番、所在地 大字田井字田中（タナカ）●●●●、田、２，９４３

㎡１筆で、渡し人は、●●●●さん、受け人は●●●●さんです。売買価格は１０ａ当１

５，２９０円で、総額４５，０００円です。 

 

次に、資料２４ページお開きください。こちらから貸借権の設定です。 

申請番号２０番から３７番、３９番から５０番の貸借権設定につきましては、一覧のと

おりの契約内容となっておりますが、地区の農用地利用改善組合長より利用集積計画を作

成するよう申し出があったものです。 

申請番号３８番は畑ですが、基盤強化促進法を通して賃貸借契約していたものが期間満

了となることから、改めて相対での賃借権を設定しようとするものです。 

 

次に、資料の３３ページをお開きください。中間管理事業による賃借権の設定です。 

申請番号５１番から資料６２ページの２０６番までの貸借権設定につきましては、一覧

のとおりの契約内容となっており、いずれも地区の調整会議で協議されたものになります。 

 

    以上１９０件になります。よろしくお願いします。 

 

○ 議長（会長） 

はい、皆さんから何かご質問ございませんでしょうか。西里地区の方、例えば西里ファ

ーム却下した後この後何なるんだ、とか聞かなくていいんだか。 

 

○ 奥山職務代理 

   いや、今回に関しては溝延に名前挙げてないのが一番の原因なので、西里ファームの方

で対応してもらうのが妥当なのかなと思っております。 

 

○ 議長（会長） 

もしあれだら、どこの地区でもこれ同じだと思うんですが、年に何回かあるいは最低で

も１回、こういう人が人・農地プランに新しく手挙げると、とか。かと言って例えば私と

押野委員、関委員だけでいいんねがっす、なんで決められるもんでもないし。各団体に、

招集かけて。来る来ないは別にして、案内出して。こういう人手挙げたいんだ、と言って

皆さんから承認してもらって、初めてこういうメリットを共有してもらう、と。というこ

と。これは各地区、谷地地区は東根の人混ぜないなんて聞いてたけども。谷地の人も溝延

の人を混ぜてもらったり、北谷地にも谷地の人混ぜてもらったり、決して溝延に西里ファ
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ームさん入れないという話ではないので、ただやっぱり参加者の方の同意を得ないことに

はということがあって。あしからず。 

 

○ 奥山職務代理 

はい、今回の件西里ファームが溝延に入ってないというのは私の落ち度でもあるかな、

と。思っております。これから、さっきも言ったように、小さい農家さんでも西里と谷地

に手を挙げなくちゃいけなかったり、農家さんの負担が増えると思いますので、その辺や

っぱり地元に帰って、改めて線引き等谷地地区、溝延地区等に話させてもらって、その辺

西里地区もうまく話し出来るように進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 

○ 議長（会長） 

はい、よろしくお願いいたします。あと何か皆さんの方から。なければこのとおり進め

させてください。 

議案の審議、以上であります。 

 

午後３時１６分 閉会 

 

 

 

 

  会議の経過を記載し、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

  令和５年２月２７日 
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